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議案第２号

平成３０年度八幡市一般会計予算

平成３０年度八幡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 24,240,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」に

よる。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、2,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用

平成３０年２月２６日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



1 9,208,500

1 4,144,300

2 3,727,700

3 138,400

4 399,000

5 799,100

2 146,900

1 41,500

2 105,400

3 19,300

1 19,300

4 63,900

1 63,900

5 43,284

1 43,284

6 1,131,000

1 1,131,000

7 3,500

1 3,500

8 58,900

1 58,900

9 50,000

1 50,000

10 3,520,000

1 3,520,000

11 12,000

1 12,000

12 121,402

1 121,402

13 459,050

1 421,632
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2 37,418

14 4,512,376

1 4,122,672

2 361,893

3 27,811

15 1,880,462

1 1,235,076

2 471,742

3 173,644

16 20,987

1 20,935

2 52

17 1,500

1 1,500

18 983,990

1 21,048

2 962,942

19 10,000

1 10,000

20 303,729

1 15,001

2 600

3 4,850

4 12,660

5 270,618

21 1,689,220

1 1,689,220

24,240,000

3



1 269,400

1 269,400

2 2,860,000

1 2,335,700

2 311,500

3 149,100

4 27,200

5 12,500

6 24,000

3 12,275,400

1 4,752,300

2 4,893,800

3 2,628,800

4 500

4 1,768,100

1 625,300

2 1,131,700

3 11,100

5 7,800

1 7,800

6 180,100

1 179,500

2 600

7 107,600

1 107,600

8 1,354,600

1 35,000

2 540,100

3 73,900

4 513,400

5 192,200

4



9 755,400

1 755,400

10 2,086,200

1 328,400

2 544,500

3 223,500

4 227,600

5 694,700

6 67,500

11 20,000

1 20,000

12 2,535,400

1 2,535,400

13 20,000

1 20,000

24,240,000
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94,000

4,670

起債の方法

18,000

800 同上

4,500 〃

2,700 〃

155,700 〃

2,300 〃

10,900 〃

2,700 〃

〃

〃

〃

第２表　債務負担行為

起債の目的

児 童 福 祉 施 設
整 備 事 業

限　度　額

第３表　地   方   債

事　　　　　　項 期　　間

千円
庁 舎 整 備 事 業 費
( 新 庁 舎 及 び 敷 地 環 境 整 備

基 本 設 計 等 業 務 委 託 )

平成30年度から
平成34年度まで

限度額 償還の方法

政府資金については、
その融資条件による。
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。
ただし、市財政の都合
により、据置期間及び
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は借
換することができる。

上 水 道 安 全
対 策 事 業

利率

5.0%以内（ただし、利
率見直し方式で借り入
れる資金について、利
率の見直しを行った後
においては、当該見直
し後の利率）

同上

普通貸借又は
証券発行

千円

同上

農 業 用 施 設
整 備 事 業

や わ た 流 れ 橋
交 流 プ ラ ザ
整 備 事 業

道路等整備事業

〃

〃

〃

消 防 施 設 等
整 備 事 業

子 ど も ・ 子 育 て 支 援
総 合 推 進 事 業 費
（ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業

計 画 策 定 業 務 委 託 ）

平成30年度から
平成31年度まで

都 市 公 園 等
整 備 事 業

公 営 住 宅
整 備 事 業

〃 〃

〃

〃〃

〃
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（つづき）

起債の方法

9,600

2,800 同上

2,700 〃

1,110,000 〃

366,520 〃

松 花 堂 庭 園
美 術 館 施 設
整 備 事 業

同上 同上

借 換 債 〃 〃

中 学 校 施 設
整 備 事 業 〃 〃

臨時財政対策債 〃 〃

政府資金については、
その融資条件による。
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。
ただし、市財政の都合
により、据置期間及び
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は借
換することができる。

起債の目的 限度額 利率 償還の方法

小 学 校 施 設
整 備 事 業

千円 普通貸借又は
証券発行

5.0%以内（ただし、利
率見直し方式で借り入
れる資金について、利
率の見直しを行った後
においては、当該見直
し後の利率）
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平成３０年度

八幡市休日応急診療所特別会計予算
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議案第３号

平成３０年度八幡市休日応急診療所特別会計予算

平成３０年度八幡市の休日応急診療所特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,500千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

平成３０年２月２６日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



1 14,202

1 14,202

2 10

1 10

3 24,000

1 24,000

4 28

1 28

5 260

1 236

2 24

38,500
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1 36,200

1 36,200

2 1,800

1 1,800

3 500

1 500

38,500

11



平成３０年度

八幡市駐車場特別会計予算
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議案第４号

平成３０年度八幡市駐車場特別会計予算

平成３０年度八幡市の駐車場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,600千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

平成３０年２月２６日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



1 12,500

1 12,500

2 99

1 99

3 1

1 1

12,600
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1 4,500

1 4,500

2 8,000

1 8,000

3 100

1 100

12,600

15



平成３０年度

八幡市国民健康保険特別会計予算
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議案第５号

平成３０年度八幡市国民健康保険特別会計予算

平成３０年度八幡市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,046,100千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用

平成３０年２月２６日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



1 1,518,210

1 1,518,109

2 101

2 564

1 564

4 5,905,114

1 5,905,114

5 1

1 1

6 615,000

1 615,000

7 1

1 1

8 7,210

1 550

2 6,660

8,046,100
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1 53,000

1 26,200

2 26,200

3 600

2 5,874,600

1 5,115,800

2 703,800

3 200

4 11,000

5 37,800

6 6,000

3 1,983,743

1 1,342,307

2 500,205

3 141,231

4 10

1 10

6 118,430

1 73,500

2 44,930

7 1

1 1

8 1

1 1

9 6,315

1 6,315

10 10,000

1 10,000

8,046,100

19



平成３０年度

八幡市介護保険特別会計予算
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議案第６号

平成３０年度八幡市介護保険特別会計予算

平成３０年度八幡市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,254,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額及び地域支援事業費の各項に計上した予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用

平成３０年２月２６日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



1 1,314,825

1 1,314,825

2 93

1 93

3 1,017,936

1 881,830

2 136,106

4 1,378,728

1 1,378,728

5 761,085

1 723,736

2 37,349

6 382

1 382

7 779,000

1 726,000

2 53,000

8 1,794

1 1,794

9 157

1 2

2 1

3 154

5,254,000
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1 58,670

1 13,440

2 4,780

3 40,450

2 4,940,200

1 4,374,500

2 234,200

3 5,400

4 144,200

5 16,900

6 165,000

3 251,950

1 153,130

2 50

3 12,520

4 85,750

5 500

4 383

1 383

5 1

1 1

6 1,796

1 1,795

2 1

7 1,000

1 1,000

5,254,000

23



平成３０年度

八幡市後期高齢者医療特別会計予算
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議案第７号

平成３０年度八幡市後期高齢者医療特別会計予算

平成３０年度八幡市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,598,800千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

平成３０年２月２６日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



1 788,600

1 788,600

2 50

1 50

3 808,100

1 808,100

4 1

1 1

5 2,049

1 1

2 2,047

3 1

1,598,800
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1 9,410

1 7,550

2 1,860

2 1,587,240

1 1,587,240

3 2,050

1 2,050

4 100

1 100

1,598,800

27



平成３０年度

八幡市水道事業会計予算





 議案第８号 

平成３０年度八幡市水道事業会計予算 
 

 （総 則） 
 
第１条 平成30年度八幡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  
 
 （業務の予定量） 
 
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  
 
 
            項  目 

 
 水源名称 

 
平成３０年度末 

 
年 間     E 

 
A総給水量     E 

 
A一日平均    E 

 
A給 水 量    E 

 
A給 水 人 口      E 

 
A給 水 戸 数      E 

 
月 夜 田 
受水場系 

 

        人 

47,353 

 

     戸 

22,541 

 

㎥ 

4,562,442 

 

㎥ 

12,500 
 

 
美 濃 山 
浄水場系 

 
 

23,029 

 
 

9,616 

 
 
2,874,507 

 
 
7,875 

 
（分水受水）京 都 市     

 
440 

 
   206 

 
54,553 

 
149 

 
（分水受水）久御山町     

 
   237 

 
   134 

 
27,223 

 
75 

 
（分水受水）枚 方 市     

 
    23 

 
    9 

 
2,498 

 
    7 

 
   

合     計 
 

 
 
    71,082  
 

 
 
   32,506 

 

 
 
 7,521,223 
 

 
         
   20,606 
 

 
 （収益的収入及び支出） 
 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
 

   収        入 
 
       第１款  水 道 事 業 収 益          EA       １，５０１，５９８ 千円 
 
           第１項  A営 業 収 益          EA    １，３９０，７６９  千円  
  
           第２項  A営 業 外 収 益          EA      １１０，０８２ 千円   
  
           第３項  A特 別 利 益          EA          ７４７ 千円   

 
   支        出 

 
       第１款  A水 道 事 業 費 用          EA       １，５７５，２８５ 千円 
 
           第１項  A営 業 費 用          EA    １，４６９，９９９  千円 
 
      第２項  営 業 外 費 用                 ９４，９８６  千円 
 
           第３項  特 別 損 失          EA              ３００  千円 
 
           第４項  A予 備 費          EA           １０，０００  千円 
 
 

自己水 

府営水 

自己水 

府営水 

－29－ 



 
 
 （資本的収入及び支出） 
 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額 
 

が、資本的支出額に対し不足する額354,379千円は、当年度分消費税及び地方 
 
消費税資本的収支調整額18,581千円、過年度分損益勘定留保資金335,798千円 
 
で補てんするものとする。） 

 
  収        入 

 
       第１款  A資 本 的 収 入           EA            １３４，６７２ 千円 
 
           第１項  A企 業 債           EA          ８２，０００ 千円 
 
           第２項  A負 担 金           EA            ３，５００ 千円    
    
           第３項  A水 道 施 設 費           EA           ４８，３７２  千円 
 
           第４項  出 資 金              ８００  千円 
 

 
  支        出 

 
       第１款  A資 本 的 支 出           EA         ４８９，０５１ 千円 
 
           第１項  A建 設 改 良 費           EA         ３２０，７２４ 千円   
 
           第２項  A企 業 債 償 還 金           EA         １６５，３２７  千円 
 
           第３項  A予 備 費           EA             ３，０００  千円 
 
 
 
 （債務負担行為） 
 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定 
 

める。 
 

事   項 期  間 限 度 額 

美濃山浄水場等施設監視及び運転操作 
業務委託 

平成３０年度 
から 

平成３２年度 
１２１，２７２千円 

 
 
 
（企業債） 

 
第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり 
 
 と定める。 
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起債の目的 

 

 
限度額 

 

 
起債の方法 

 

 
利 率 

 

 
償還の方法 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

上水道事業債 
                

千円 
 

82,000 
 

 
 

普通貸借又は
証券発行 

 
 
5.0%以内（ただ
し、利率見直し
方式で借り入れ
る資金について
、利率の見直し
を行った後にお
いては、当該見
直し後の利率） 
 

 
 
政府資金については、その融
資条件による。銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。 
ただし、企業財政の都合によ
り、据置期間及び償還期限を
短縮し、もしくは繰上償還又
は借換することができる。 
 

 
 
 
 （一時借入金） 
 
第７条 一時借入金の限度額は、300,000千円 と定める。 
 
 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 
第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 
 
定める。 
 

１ 営業費用と営業外費用の相互間 
 
 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 
第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に 
 
 流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を 
 
 経なければならない。 
 
             １ 職員給与費  １５３，１８４千円 
 
 
（他会計からの補助金） 

 
第１０条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１０，３００千円である。 
 
 
 
 
       平成３０年２月２６日提出 
 
                                 八幡市長   堀口 文昭 

－31－ 
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 議案第９号 
 

平成３０年度八幡市下水道事業会計予算 
 

（総 則） 

 

第１条 平成３０年度八幡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）排水戸数               ３２，９６８戸 

 （２）年間総排水量          ８，５８６，０００㎥ 

 （３）主要な建設改良事業 

（ア）公共下水道雨水事業     ４３４，８６１千円 

（イ）汚水管渠改築更新事業    １０８，６８６千円 

（ウ）雨水管渠改築更新事業     ５３，０００千円 

（エ）汚水地震対策事業       １４，３００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

              収        入 

第１款  下水道事業収益       １，７８３，８８１  千円  

           第１項  営 業 収 益      １，２６７，５９２  千円  

          第２項  営業外収益        ５１６，２７９  千円  

          第３項  特 別 利 益             １０  千円 
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               支        出 

       第１款  下水道事業費用       １，７２２，０８５ 千円 

           第１項  営 業 費 用      １，５９５，１３７  千円 

      第２項  営業外費用        １１９，９４８  千円 

           第３項  特 別 損 失               ２，０００  千円 

           第４項  予 備 費               ５，０００  千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資 

本的支出額に対し不足する額 521,433 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額 37,543 千円、過年度分損益勘定留保資金 428,677 千円及び当年度

分損益勘定留保資金 55,213 千円で補てんするものとする。） 

              収        入 

       第１款  資本的収入               ６４７，５６８ 千円 

           第１項  企 業 債              ４７７，９００ 千円 

           第２項  工事負担金及び分担金          ６８  千円 

           第３項  国庫補助金              １６９，６００  千円 

              支        出 

       第１款  資本的支出         １，１６９，００１ 千円 

           第１項  建設改良費             ６８２，７４９ 千円 

      第２項   固定資産購入費        ８，３５５ 千円 

 第３項  企業債償還金            ４７３，８９７  千円 
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           第４項  預 託 金                 １，０００  千円 

           第５項  予 備 費                 ３，０００  千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと 

 定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

公 共 下 水 道 
事 業 

千円 

406,700 

 

普通貸借又は
証券発行 

 

 

5.0%以内(ただ
し、利率見直し
方式で借り入
れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った
後においては、
当該見直し後
の利率) 

 

 

政府資金について
は、その融資条件に
よる。銀行その他の
場合には、その債権
者と協定するものと
する。ただし、企業
財政の都合により、
据置期間及び償還期
限を短縮し、もしく
は繰上償還又は借換
することができる。 

流 域 下 水 道 

事 業 71,200 同上 同上 同上 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円 と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 

 定める。 

     １ 営業費用と営業外費用の相互間 



 

- 36 - 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に 

 流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を 

 経なければならない。 

（１）職員給与費   ８７，５３２千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は  

２０５，８５０千円である。 

 

          平成３０年２月２６日提出 

 

                                 八幡市長  堀口 文昭   
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